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意見の内容と県の考え方 
  

No. 意見の内容  意見に対する県の考え方  

１ P2（3 計画期間）  

令和４年度は残りわずかです。

計画期間は「 2023 年度（令和 5 年

度）から 2026 年度（令和 8 年度）

までの 4 年間」とした方がよいと

思います。  

本計画は、県の総合計画である「や

まぐち未来維新プラン」と整合性を

図ることとしており、計画期間を

2022 年度（令和 4 年度）から 2026 年

度（令和 8 年度）までの５年間とし

ています。  

２ ｐ5（8 行目）  

「気候変動に対応できる新たな

品種の開発」は難度が高いと思い

ますが、既に取組実績や計画があ

るのでしょうか。  

この部分を削除した方がよいと

思います。  

気象変動に対応できる新たな品種

の開発の取組実績について、本県で

は、令和 3 年に耐暑性に優れるネギ

を開発し、産地振興に向けて活用し

ています。  

また、来年４月に供用を開始する

「農林業の知と技の拠点」において、

産学公の連携を強化し、気候変動等

に対応できる新たな品種の開発、育

成を進めることとしているため、記

載は原案のままとしまます。  

３ ｐ5（14 行目、写真）  

付加価値向上とは具体的にどの

ような内容を想定しているのでし

ょうか。  

２枚の写真のうち１枚を付加価

値向上に関する写真に変更するな

どにより、わかりやすく記載した

らよいと思います。  

ICT を活用した栽培管理システム

などによる、均質な商品や生産物の

品質向上などが想定されます。  

また、当該箇所はデジタル技術の

項目のため、それに関係する写真を

記載しています。  

４ P5 や P11,P29 等で見られる「山

口型スマート技術」とは、具体的に

どんなものをイメージされていま

すか？（定義といった方が良いの

かもしれませんが、確かに、「本県

の地域特性に応じた」と書かれて

いますが、文言とすれば、既に定着

している「山口型放牧」では放牧と

いうことで解りやすいイメージで

良いのですが。）  

熟練者が持つ、長年の経験に基づ

く技術や知見等の「匠の技」を、Ａ

Ｉ等のデジタル技術で再現・創出し、

生産現場へ実装していくこととして

います。  

現在、柑きつ園の栽培自動化や、

林業作業の自動化・無人化技術、赤

潮監視・被害防止ステムなどの研究

開発を進めています。  
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５ P6 の「８ 自然災害や気候変動、

家畜疾病等・・・」と書かれていま

すが、下から 2 行目に「家畜伝染

病」とはっきり書かれています。  

自 然 災 害 や 気 候 変 動 と の 並 び

（事象の大きさ）を考えると家畜

疾病と書かずに家畜伝染病に統一

されては、如何でしょうか。  

御意見を踏まえ、「家畜伝染病等」

に訂正しました。  

６ 概要ｐ 1（19～22 行目）  

全文ｐ 7〔5～8 行目（基本目標の解

説文章）〕 

概要と全文で記載内容が異なっ

ています。概要は全文の P8 から転

記したと思いますが、 P7 から転記

し、概要と全文の記載内容を一致

させた方がよいと思います。  

概要は、全文の要点をとりまとめ

て記載しています。  

いただいた御意見については、今

後概要を作成する上で、参考とさせ

ていただきます。  

７ 全文ｐ7〔5～8 行目（基本目標の解

説文章）〕  

基本目標は、「生産性」「持続性」

の順になっていますが、解説文章

は、「持続性」「生産性」の順になっ

ています。  

基本目標と解説文章の記載順を

一致させた方がよいと思います。  

当該項目に記載してあります、中

核経営体の経営基盤強化や、デジタ

ル技術の開発導入等は、基本目標で

あります、生産性と持続性が両立す

る取組のため、「生産性」「持続性」

の順で記載しております。 

 

８ 全文ｐ 8（2～5 行目） 

施策体系の説明ではなく、基本

目標の説明になっています。ここ

では、４つの柱による施策体形に

ついて説明した方がよいと思いま

す。 

当該項目は基本目標に向けた施策

体系を記載しており、施策の４つの

柱について、それぞれの内容を説明

しています。  
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９ P８に施策体系が書かれていま

す。その中で、「農林業の知と技の

拠点等を核として」の記載があり、

終わりに「農林水産業を育成」とな

っています。  

山口県には、大島商工や下関水

産大学校（P29 に突如として記載さ

れてますが）もありますので、これ

らを「等」で括るのではなく、「生

産性の向上」の文言の前にこれら

の学校も書き加えては如何でしょ

う。 

P11 にも「スマート技術を導入し

た複合的な漁業」や「スマート水産

業 を 牽 引 す る デ ジ タ ル 人 材 の 育

成」が書かれています。県立ではな

いので書きにくい部分もあるかと

思いますが、これらの学校も巻き

込 ん で の 県 計 画 が 必 要 と 思 い ま

す。 

「農林水産業の育成」の施策を展

開していくためには、御意見のあり

ました、大島商工や下関水産大学校

に加え、農林漁業者、関係団体、市

町などと幅広く連携して進めていく

ため「等」で括っております。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  

10 P８の（３）需要の変化に対応し

た・・・・とあり、「需要の変化に

的確に対応」の記載があります。  

同様の事が P⒘にも「大都市圏等

のニーズに的確に対応した」の文

言があります。  

需要に対応するための「変化」の

把握は、どのようにされますか。  

県内であれば、購買動向は解り

やすいと思いますが。  

大都会となると難しいのでは？

と思っています。確かに「山口グッ

と産品」での購買状況把握という

考えもあるでしょうが、都会で「山

口グッと産品」自体がどこまで浸

透しているか不明です。  

多分、「おいでませ山口館」を利

用しての発信と思いますが、まだ

まだ PR 不足と思います。山口県民

自体、おいでませ山口館の存在認

識がどの程度なのか不明です。  

大都市圏等のニーズ把握について

は、豊富なバイヤー経験を持つ首都

圏在住の人材等を活用し、首都圏の

飲食店や家庭需要の把握を行ってい

るところです。  
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11 P８（４）・・・基盤整備と防災力

強化とあり「依然として・・・鳥獣

被害の防止対策」と記載がありま

すが、県庁内の他部になるのでし

ょうか。 

鳥獣保護の課や防止対策に不可

欠 な 団 体 で あ る 猟 友 会 と の 連 携

が、ここでは書かれていません。県

を挙げての対策となると思います

が、これらの記載は必要では、あり

ませんか。  

鳥獣被害の防止対策については、

P33 で記載していますが、当該項目

では、捕獲、防護、生息地管理に集

落で取り組む「地域ぐるみの被害防

止活動」の推進について記載してい

ます。  

御意見のありました鳥獣保護の課

や防止対策に不可欠な団体である猟

友会との連携については、「地域ぐる

みの被害防止活動」の中で取組を進

めていくため、記載は原案のままと

します。  

12 全文ｐ 11（施策目標）  

ｐ１１の施策の展開方向におい

て「農地の集積・集約化」を掲げて

いるので、施策目標には現計画の

目標である「農業の担い手の経営

面積」を残した方がよいと思いま

す。 

施策を実施する上で、個別事業ご

とに目標値を設定していますが、本

計画の施策目標については、それぞ

れの項目内容の全てを記載せず、項

目ごとに目標数を絞って記載してい

ます。  

13 P11 の水産部門で「デジタル人

材」とありますが、前ページの林業

部門では、「スマート林業技術や各

種デジタルデータを高度利用でき

る人材」と書かれています。  

言いたい事は同じなので、同じ

ような書き方に揃えることはでき

ませんか。  

デジタル人材となると、解って

いるようないないような気もしま

す。 

御意見を踏まえ、「操業支援シス

テムの実践などの本県スマート水産

業を牽引するデジタル人材の育成を

促進します」に修正しました。  

 

14 P12 の②の項で、「農業大学校に

新設する土地利用学科」の記載が

ありますので、どの程度の採用規

模でカリキュラム等は決まってい

ますか。  

今後の重点取組方針でも、まだ

仮称となっていたと思いますが。  

「土地利用学科」は、１０名の採

用、学修内容は土地利用型作物の基

礎知識に加え、スマート技術、省力・

低コスト技術、法人経営など、水田

複合経営に必要な知識の習得や演習

を行います。  
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15 P12 にある「無料職業紹介事業」

は、林業だけのようですが、同様の

事業は、（公社）やまぐち農林振興

公社でも行われていたと思います

が、記載されなくてもいいのでし

ょうか？  

御意見を踏まえ、「農林漁業の各

事業体」に修正しました。 

16 全文ｐ 14（1 行目、 2～4 行目）  

重点事項③の取組は、生産活動

に取り組む女性の育成に限定して

記載したらよいと思います。具体

的には、③の項目名から「農山漁村

女性リーダー・」を削除し、また２

～４行目の文章を削除したらよい

と思います。  

農林漁業や農山漁村の振興には、

生産活動や地域活動をけん引する女

性リーダーが重要な役割を担ってい

ることから、記載は原案のままとし

ます。  

農林漁業や農山漁村に関する方針

決定の場への参画に必要なスキルの

向上等、農山漁村女性リーダーの育

成に取り組んでまいります。  

17 全文ｐ 15（施策目標）  

施策の展開方向において、女性

リ ー ダ ー の 育 成 を 掲 げ て い る の

で、施策目標には現計画の目標で

ある「農山漁村女性リーダー数」を

残した方がよいと思います。  

施策を実施する上で、個別事業ご

とに目標値を設定していますが、本

計画の施策目標については、それぞ

れの項目内容の全てを記載せず、項

目ごとに目標数を絞って記載してい

ます。  

18 P16 に「本県独自のデジタルツー

ル」として、「ぶちうま！アプリ」

や「デジタルサイネージ」の写真が

掲載されています。デジタルサイ

ネージについては、スーパーや JA

直売所等で利用されているようで

すが、アプリについては、同じくス

ーパー等でポスターは見かけます

が、まだまだ PR が不足しているよ

うに思います。ポスターでは、「ふ

～ん」で終わりそうです。  

目標値の利用者 3 万人となると、

もっと活用に向けての PR をする必

要があると思いますが如何でしょ

う。 

「ぶちうま！アプリ」は令和４年

１月に運用を開始し、現在、２万２

千人を超える方々にご利用いただい

ています。  

御意見を踏まえ、ＳＮＳを活用し

た情報発信やキャンペーンの開催な

どにより、引き続き、周知を図って

まいります。  
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19 P⒚にある農商工連携による「構

想、試作、販路開拓」とありますが、

とても大切なことと思います。  

是 非 と も し っ か り 実 施 し て 頂

き、施策目標数値を超える取組を

期待しますし、県立大や高校の家

庭学科との連携による試作品製造

や販売等、まずは県内 PR も考えて

頂きたいと思います。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  

20 P20 には、「持続可能な生産供給

体制の確立」について書かれてお

られますが、施策目標では、一番目

に「戦略作物の作付面積」と一括り

にしてあるのに、文章として「デジ

タル技術を活用した麦の品質向上

に取り組み、実需者の求める品質

の 麦 を 安 定 供 給 で き る 体 制 の 確

立」としてあり、麦だけ特だしとな

っています。  

特だしするのであれば、施策目

標も「戦略作物の作付面積」の下部

に示す必要があると思いますが如

何でしょう。  

P20 には、「主食用米等の事前契約

の拡大による安定的な生産や、麦、

大豆、園芸品目の導入による水田フ

ル活用を推進します」と麦以外の取

組も記載しています。  

21 全文ｐ 20（2 行目）  

全文ｐ 21（施策目標）  

結 び つ き 強 化 を 掲 げ て い ま す

が、それに関する施策目標があり

ません。①から「結びつき強化・」

を削除するか、または、施策目標の

中に結びつきに関する項目を追加

したらよいと思います。  

施策を実施する上で、個別の項目

ごとに目標値を設定していますが、

本計画の施策目標については、それ

ぞれの項目内容の全てを記載せず、

項目ごとに目標数を絞って記載して

います。  

 

22 全文ｐ 21（施策目標）  

はなっこりーの目標を削除した

理由を教えてください。生産が需

要を満たし、両者のバランスがと

れているのでしょうか。  

施策を実施する上で、個別事業ご

とに目標値を設定していますが、本

計画の施策目標については、それぞ

れの項目内容の全てを記載せず、項

目ごとに目標数を絞って記載してい

ます。  

はなっこりーについては、生産振

興上の課題である出荷調整作業の省

力化を目指し、加工・業務用の取組

を推進することとしており、「加工・

業務用園芸品目の生産拡大」の中で
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他の園芸品目と併せて生産振興を図

ることとしています。  

23 全文ｐ 27（2～3 行目）  

「優良種苗の安定確保」は、カー

ボンニュートラルに貢献する持続

可能な農林水産業とは関係がない

ので、削除したらよいと思います。 

持続可能な農林水産業を推進する

ためには優良種苗の安定確保は重要

な取組と認識しているため、記載は

原案のままとします。  

また、優良種苗には化学農薬や化

学肥料の低減が期待されるものや成

長が早く林質等に優れるエリートツ

リーなど、「カーボンニュートラルに

貢献する持続可能な農林水産業を推

進するため重要な役割があると考え

ています。  

24 P23 に「やまぐちほろ酔い酒粕養

殖魚」の記載がありますが、日本酒

の酒蔵が多い山口県で生産される

酒粕を産業廃棄物として廃棄する

のではなく、養殖用飼料の資源と

して使うことは大切な事と思いま

す。 

また、ネーミングも「ほろ酔い」

とあり、イメージとして消費者に

受け入れられやすいと思います。

是非とも、山口県の特色が出る魚

種の選定と生産拡大を図り全国展

開をして頂きたいと思います。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  

25 P25 に「安心・安全な農水産物の

供給」について出されています。そ

の中に「農業経営者に対する GAP の

取組の理解促進」を図るとありま

す。第 3 者による安心・安全な農産

物の供給の認証に向け大切なこと

ですが、消費者が生産者の GAP 取

組への努力理解がもっと重要と思

います。そうしないと、GAP 生産物

価格部分で農業経営者のメリット

が見えて来ないのではないでしょ

うか。  

そのため、消費者団体に対して

も、GAP 取組理解と進んで GAP に取

り組んだ農産物購入の PR 等が必要

と思います。  

GAP は食品の安全確保をはじめ、

作業の効率化や経営改善に有効であ

ることから、「山口県 GAP 推進協議

会」を中心とした認証の推進を進め

ます。  

また、いただいた御意見を踏まえ、

県内量販店における PR イベントを

通じた情報発信等により、消費者へ

の理解促進・販路拡大に取り組んで

まいります。  
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農 業 大 学 校 で も ト マ ト 生 産 で

JGAP 認証受けておられますし、

JGAP 農場指導員のための研修会を

JA 山口で開催されたと思います

が、上記の事までやらないと最後

の詰めが甘くなってしまいそうで

す。 

26 家畜生産についても同様です。

最後の生産者メリットを出すため

取 組 結 果 の 公 表 が 必 要 と 思 い ま

す。（ HP での紹介はされています

が、消費者への具体的な PR のこと

です。肉用鶏・牛乳などでは困難か

もしれませんが、卵のパックにシ

ールを貼るとか、その貼る事も障

害者活用による農福連携の体制作

りも考えて頂きたいと思います。） 

今のままでは、制度認定だけで

終わってしまいそうです。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  

27 「水産用医薬品残留検査」や「水

産用医薬品等の適正使用指導」と

ありますが、どこの組織で実施さ

れていますか？  

県水産研究センターが実施しま

す。 

28 P25 の施策目標に、「動物用医薬

品の使用実態調査実施率」とあり

ますが、実施率の分母はどの数値

をあてておられますか。  

現状値と目標値が、同数なのが

気になります。理解しやすい記載

方法をお願いします。  

当項目は、水産養殖業者に対して

の動物用医薬品の使用実態調査を表

しています。  

実施率の分母については、医薬品

を使用する県内すべての養殖業者

（約 50 件）が調査対象となっていま

す。 

動物用医薬品は容量・用法が規定

されており、適用を間違えた場合、

動物用医薬品が水産物に残留し、食

の安心・安全を脅かす恐れがあるた

め動物用医薬品の適正使用に向け、

100%実施を維持していくことが、食

の安心・安全に繋がると考えており

ます。  
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29 P26 では、「防疫体制の強化」に

ついて触れておられますが、施策

目標は、「貝毒プランクトンモニタ

リング実施率」のみとなっていま

す。 

この項目で書かれている他の事

項の施策目標を掲げなくても良い

のでしょうか？  

また、「貝毒プランクトンモニタ

リング実施率」とあり「⒖」と同様

に現状と目標値がそれぞれ 100％

と記載されており、実施率自体の

数値が良く解りません。解るよう

な記載方法をお願いします。  

施策を実施する上で、個別事業ご

とに目標値を設定していますが、本

計画の施策目標については、それぞ

れの項目内容の全てを記載せず、項

目ごとに目標数を絞って記載してい

ます。  

また、県では、農水省で作成され

ている「二枚貝等の貝毒のリスク管

理に関するガイドライン」等に基づ

き、貝毒プランクトンモニタリング

を行っており、 100%実施を維持して

いくことが、食の安心・安全に繋が

ると考えております。  

30 P27 では、「カーボンニュートラ

ルに貢献する持続可能な農林水産

業」に関する計画が書かれていま

すが、有機農業の項目で「良質堆肥

の製造・利用」とあります。  

良質堆肥という文言は、「山口県

農林水産業環境負荷低減事業活動

の促進に関する基本的な計画」に

もあり（この計画では、高品質な堆

肥という文言もあります）、解った

ようで良く理解できません。  

「良質堆肥」いうものの定義が

あれば、教えてください。  

良質堆肥は、堆肥化施設において

定期的な撹拌による通気性確保や、

適切な水分調整や温度管理のもとで

製造された完熟された堆肥です。  

なお、農林水産省においても、み

どりの食料システム戦略緊急対策事

業において、「良質な堆肥の利用・土

づくり」の文言を使用しております。 
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31 また、P28 の欄外に注釈として環

境負荷軽減効果のある飼料につい

て、「牛のゲップ中に含まれるメタ

ンガスの削減効果が期待される不

飽和脂肪酸カルシウムや、病害に

強い飼料作物などのこと」と書か

れています。  

注釈を作成された方は、説明内

容 を 理 解 さ れ て い る の で し ょ う

が、読んだだけでは説明内容が良

く理解できません。不飽和脂肪酸

カルシウムをどうするのか、給与

飼料に添加して給与飼料に元から

含まれているカルシウム量を上げ

るということなのか？  

また、病害に強い飼料作物は、飼

料会社で品種改良され、現状でも

作付や給与されていることと思い

ます。メタンガスの削減とどう関

係するのか、できましたらもっと

解りやすく記載して頂きたいと思

います。  

不飽和脂肪酸カルシウムを牛に給

与することで、第１胃の中の成分と

反応して、ゲップに含まれるメタン

ガスの削減効果が期待されるとされ

ています。  

また、病害に強い飼料作物は、農

薬等の使用が低減できることから、

環境負荷軽減効果のある飼料と記載

しておりますが、病害に強い飼料作

物とメタンガスの削減は関係ないこ

とを示すために、記載方法を変更し

ました。  

 

32 同じく P28 の施策目標の数値で

すが、ここでいう有機農業面積に

は、飼料作物面積は、含まれていま

すか？  

農業利用仕向の家畜排せつ物量

と飼料作物収穫面積、有機農業面

積 の 散 布 量 が 噛 み 合 っ て い ま す

か？ 

畜産農家であれば、相当量の堆

肥を飼料作物の作付の都度、素肥

と し て 利 用 し て い る と 思 い ま す

が、これらの考え方の整理の仕方

を教えて下さい。  

有機農業面積には、飼料作物面積

も含みますが、現時点、本県では取

組実績がありません。  

農業利用仕向の家畜排せつ物量に

ついては堆肥化された後は飼料作物

や有機農業以外にも広く、耕種農家

の土づくりで利用されているため、

飼料作物収穫面積や有機農業面積の

散布量とは嚙み合っていません。  

堆肥利用については、「家畜排せつ

物の利用の促進を図るための山口県

計画」で考え方を整理しています。  
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33 P33 に「鳥獣被害防止対策の強

化」が書かれています。  

このことについては、「 5」の項目

で書きましたが、捕獲後のことに

ついて触れさせて頂きます。  

ここでは、「地域資源の有効活用

にもつながるジビエの利活用を促

進」を行うと書かれています。  

食の多様化もあって農水省もジ

ビエ利用のためにシカとイノシシ

について「国産ジビエ認証制度」の

制定を行ったところです。山口県

も中国地区で最後の県になったと

思いますが、害獣の食肉処理のた

めのガイドラインを作られたと思

います。  

ジビエの利活用と言っても施設

の設置も食肉処理施設となり簡単

にはできないと思います。  

このあたりの施設整備補助を始

め他課による食肉処理の指導を仰

がないと進まない気がします。  

どこも、野生獣の食肉利用とな

ると何が起こるか解らないだけに

腰が引けるところですが、しっか

り推進しないと出口のないことに

なり、鳥獣害被害防止対策の実施

は実害の酷いところだけに終わっ

てしまう気がします。  

農林水産部だけで推進は困難と

思いますので、本気でジビエの利

活用を促進するのであれば他部や

県立大学、高校の食物学科と今ま

で以上にジビエ利用の連携をお願

いします。  

たしかに山口県内のジビエ料理

店やレシピの紹介はありますが、

捕獲から始まる一連の流れがまだ

まだ県内で出来ていないように感

じます。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  
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34 P35 に掲載されている写真の説

明が「多面的機能支払の取組」とな

っていますが「日本型直接支払制

度を活用した取組」とした方が良

いと思いますが。  

隣の「中山間地域等直接支払の

取組」についても「・・・制度を活

用した取組」では如何でしょう。  

御意見を踏まえ、写真の説明につ

いては、「日本型直接支払制度（多

面的機能支払）を活用した取組」に

修正しました。  

また、その隣の写真の説明につい

ても「日本型直接支払制度（中山間

地域等直接支払）を活用した取組」

に修正しました。  

35 「農山漁村の持つ多面的機能の

維持」の項目で、P36 にある施策目

標数値の「山口型放牧の新規取組

面積(累計)」の数値（ 70ha/5 年、

80ha/5 年）というのは意味が解り

ませんので、どういった見方、読み

方 を す れ ば よ い の か 教 え て 下 さ

い。 

現状値（70ha/5 年）については、

2017 年～2021 年の 5 年間の新規取

組面積が 70ha となります。  

また、目標値（ 80ha/5 年）につい

ては、2022 年～2026 年の 5 年間の新

規取組面積が 80ha となります。  

36 全文ｐ３６（施策目標）  

多面的機能支払取組面積（農地

維持支払）は、区画整理面積（２３，

９００ｈａ）と同じかそれ以上に

したらよいと思います。  

多面的機能支払取組面積と、区画

整理面積については、それぞれの目

的に沿った目標値を設定していま

す。 

37 耕作放棄地が増えています。特

に未整備の農地の耕作放棄地化が

進んでいます。耕作放棄地が増え

ると鳥獣が増え、人が住みにくい

農村になります。農地の基盤整備

なくして農業農村の振興はありま

せん。まだまだ不十分です。予算を

しっかり確保し、土地基盤の整備

を進めてください。  

いただいた御意見は、今後の施策

推進の参考とさせていただきます。  
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38 デジタル技術を活用した畜産業

も行われていますが、農業の中の

畜産ということで「スマート畜産」

の文言が無いのでしょうか？「知

と 技 の 拠 点 に お け る 重 点 取 組 方

針」にも記載が無いからでしょう

か？ 

農水省も畜産部門でのデジタル

技術を活用したスマート化を補助

事 業 に よ り 普 及 定 着 を 図 っ て お

り、既に県内大型畜産・養鶏農家で

は、その技術が利活用されていま

す。 

現在の農業大学校では、既に牛

の管理にスマート化の取組が行わ

れていると聞きます。  

やはり、今後も後継者確保・育

成に向け「スマート畜産」の文言

が本計画の中にも欲しいと思いま

す。 

スマート畜産については、スマー

ト農業の取組の中で実施してまいり

ます。  

 

 

 
【パブリック・コメントの実施方法等に関するもの】  

No. 意見の内容  意見に対する県の考え方  

39 年末年始も含めた上で、且つ意見

募集期間が重なる意見募集計 16 案

件（12/28 時点）、資料数十ページに

もなる案件も含む中で全案件通常

と同様の１ヶ月の期間設定は意見

募集の体を成していない、と感じま

す。期間の延長、又は期間内意見を

反映させた資料を再提示の上での

意見募集再実施を求めます。（県の

パブリック・コメントに関する条例

では募集期間は１ヶ月固定絶対、１

回限定とはしていないと記憶して

おります。）  

前述対応が不可能ならば、その具

体的理由を明示願います。（「条例等

に則って」と言う場合は、「条例等」

が「１ヶ月固定絶対、１回限定」と

しているかどうか明示願います。）  

本パブリック・コメントは、「山

口県パブリック・コメント制度実

施要綱」に基づき実施しておりま

す。  

意見募集の時期・期間について

は、各々の計画等作成過程の中で

決定しており、期間延長等の予定

はありません。  
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40 当件についてこの時期 (年末年始

を含む時期 )に意見募集期間を設定

した理由を明示願います。  

41 前述、当案件当時期パブリックコ

メント /意見募集実施理由への御返

答が県行政の処理 /スケジュールの

関係」の場合、「この時期の意見募

集設定・案件集中」は必須と言う事

となります。パブリック・コメント

(県民意見募集 )を適切に実施する

為の恒久的対策の実施 (意見募集期

間に年末年始を含む場合・案件集中

する場合は期間延長必須、等 )を御

願い致します。  

前述対応が不可能ならば、その具

体的理由を明示願います。  

本パブリック・コメントは、「山

口県パブリック・コメント制度実

施要綱」に基づき実施しておりま

す。  

意見募集の時期・期間について

は、各々の計画等作成過程の中で

決定しています。  

 

 

42 「年末年始含む期間にパブリッ

クコメント /意見募集案件集中」に

関しての前述（期間の年末年始回

避、案件集中回避）の様な意見を、

過去数年、複数回 /複数案件、意見

募集期間に年末年始を含んでいた

各パブリック・コメント /県民意見

募集に送付したと記憶しておりま

す。 

パブリック・コメント /県民意見

募集について、県行政として「年末

年始含む期間の回避」について何ら

かの対応 (県行政としての検討、県

内各部署への通知指示指導広報等 )

がなされたかどうか明示願います。 

43 同様に、「募集期間に年末年始含

む場合」について何らかの対応 (各

部署への通知指示指導広報等 )がな

されたかどうか  明示願います。  

44 同様に、「案件集中の回避」につ

いて何らかの対応 (各部署への通知

指示指導広報等 )がなされたかどう

か明示願います。  

45 同様に、「募集時期集中時の期間

延長」について何らかの対応 (各部

署への通知指示指導広報等 ) がな

されたかどうか明示願います。  
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46 前述各対応が無かった場合は、

「（過去のパブリックコメント /意

見募集で指摘があったにもかかわ

らず）なぜ県として対応をしなかっ

たのか」、  

関係各部署に御確認の上で対応非

実施の理由を明示願います。  

47 前述対応があった場合、なぜ今回

の当パブリックコメント /県民意見

募集で適切な対応（集中回避・集中

時期間延長等）が取られていないの

か明示願います。  

48 前述御返答内容に関わらず、期限

通常通り１ヶ月での意見募集 16 案

件集中では意見提示困難です。改め

て期間延長を求めます。  

49 県行政では、１企業の申請に対し

て、内規に定める期間を超過して

「資料不足」を理由に「資料再提出」

を指示し、数年単位の長期検討を実

施した例がある、と記憶しておりま

す。「県民＝主権者」からの「資料

不足又は期間不足による意見募集

の期間延長 /再実施」の要請を断る

のであれば、その理由を明示願いま

す。（「県の条例に則って (期間１ヶ

月で )実施している」と言うのは、

上記の通り内規に定める期間を大

幅に超過して対応している事例が

ありますので返答に値しないと考

えます。）  

本パブリック・コメントは、「山

口県パブリック・コメント制度実

施要綱」に基づき実施しておりま

す。  

意見募集の時期・期間について

は、各々の計画等作成過程の中で

決定しており、期間延長等の予定

はありません。  

  

50 前述回答を「県の条例に則って

(期間１ヶ月で)実施している」とい

うのであれば、県条例に不備ありま

すので、条例の改正を管轄部署又は

県知事に申請願います。  

51 前述対応しないというならばそ

の理由を明示願います。  

52 今回の意見募集の広報・記事扱い

が実際どの程度あったのか、後々

「広報が十分なされたか」を判断す

る為にも、「県のホームページ＝県

行政に関心又は用事の在る県民が

パブリック・コメントの実施に

ついては、記者配布を行い、県ホー

ムページに掲載するとともに、新

聞広告（12 月 29 日の中国新聞、1

月 10 日の山口新聞「山口県からの
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参照する媒体」では無く、一般県民

が広く目にする新聞にどう広告掲

載した /記事掲載されたのか、『具体

的(媒体、掲載日、大きさ )』に提示

願います（記事の場合は把握してい

る範囲内で御願い致します）。  

お知らせ」）などにより広報に努め

ました。  

掲載日が分かれた理由は、パブ

リック・コメントの開始日が異な

るなどのためです。  

県広報誌は年４回の発行となっ

ており、原稿を入稿する兼ね合い

から、主に速報性のある県ホーム

ページや新聞広告等を活用した広

報に努めています。  

限られた予算の中、いかに効果

的な広報を行うか、今後とも検討

してまいります。  

53 今回の意見募集期間重複 16 件で

は、県民への web 以外の広報が新聞

広告「山口県からのお知らせ（山口

県広報）」（新聞下 4-5 段広告）への

掲載案件と未掲載案件（別途小広告

記載）に分かれたと認識しておりま

す。県民意見募集の広報手段が分か

れました理由を明示願います。  

54 各案件について、前述新聞広告で

一方の広告を選択した理由を明示

願います。  

55 今回の案件を含め、県広報誌や

「山口県からのお知らせ」に個々の

パブリック・コメント /県民意見募

集についてや、パブリック・コメン

ト/県民意見募集全般に関する記事

が殆どまたは一部しか掲載されて

いない理由を明示願います。（パブ

リック・コメントの広告を小さく掲

載するよりも、紙面を広く取る  「山

口県からのお知らせ」の項目の１つ

とする方が明らかに県民の目に留

まると思われます。「個別の (小さ

い)広告を新聞に掲載した」と言う

のは、「県民により広報の効果のあ

るだろう所に記事を掲載していな

い理由」にならないと考えます。）  

56 前述各意見に対する御返答と、意

見送付県民数・意見数より、今回の

当該パブリック・コメント /県民意

見募集についての広報が十分にな

されたかどうか、御判断御明示願い

ます。（「意見募集の結果 (人数・件

数)の明示」ではなく、「広報が十分

に実施されたかどうかの『判断』」

(十分・不十分 )を御明示願います。） 
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57 パブリック・コメント /県民意見

募集の期間が１か月なのに対して、

県広報紙発行が 2-3 か月間隔と言

うのは、県の広報手段として不適切

な発行期間と感じます。県広報紙発

行頻度の見直しを実施願います。  

58 16 案件 全 ての 資 料未 確認 で す

が、各件の内容は地域性専門性の高

いものとなっていると考えます。県

民からの意見募集の他に、住民・関

係者・専門家・各自治体からの直接

の意見聞き取り等の実施を御願い

致します。（案作成時に実施済とは

思いますが一応。）  

学識経験者、消費者団体、一般公

募委員等から構成する「農林水産

審議会」を通じ、様々な分野で活躍

されている県民の皆様から直接御

意見をお聞きし、いただいたご意

見を最終案に反映させています。  

 

59 16 案件全ての資料は未確認です

が、意見募集実施資料については、 

・時系列把握しやすいように西暦

又は西暦元号併記での表記統一  

・経緯説明の際は年表資料提示  

・資料中表・図への附番  

・目標値設定の場合は、過去実績

値・現在値・目標値の一括での明

示 

・過去計画がある場合は、どこが変

わったのかの明示  

・過去計画、当計画（案）で目標値

を設定している場合は、目標値案

件継続の場合は、過去計画の（計

画時点）実績値・過去計画目標値・

現状値・目標値、目標値案件終了

の場合はその理由、目標値案新規

設定の場合はその理由の明示  

・語句説明設定（各頁下方あるいは

巻末・別資料。後者の場合は、本

文中語句に語句説明ある旨すぐ

にわかる対応実施の上）を宜しく

御願い致します。  

各計画の作成内容については、

計画毎に判断し、作成しています。 

 

 

 


